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湯 沢 河 川 国 道 事 務 所

大雪による防災情報（第3報）

湯沢河川国道事務所

災害対策支部【注意体制（道路）】設置

湯沢河川国道事務所では、一般国道１３号湯沢市上院内新雄勝地内で発生した倒木のため、１
２月１８日（金）１５時から通行止め、１８時５５分から片側交互通行を実施しておりますが、
１９時００分から大雪による災害対策支部【注意体制（道路）】に移行し、警戒監視を継続しま
す。

１．規制区間 一般国道１３号 秋田県湯沢市上院内新雄勝地内

２．規制内容 全面通行止め開始：令和 ２年１２月１８日（金） １５時００分～

片側交互通行に移行：令和 ２年１２月１８日（金） １８時５５分～

継続中

発表記者会：秋田県政記者会、横手記者会、秋田魁新報社大曲・湯沢支局

《問い合わせ先》

国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所

秋田県湯沢市関口字上寺沢６４－２

ＴＥＬ ０１８３－７３－３１７４（事務所代表）

〈 道 路 〉

副 所 長 岡本 守 （内線２０５）
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この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図
（タイル）を複製したものである。（承認番号 令１東複、第２４号）


